
り災証明 全壊 大規模半壊 中規模半壊 半壊 準半壊 一部損壊

②災害見舞金10万円
＋③知事見舞金10万円

⑤災害義援金
県120万円＋市15万円

⑤災害義援金
県90万円＋市10.5万円

⑤災害義援金
県60万円＋市7.5万円

⑤災害義援金
県30万円＋市3万円

⑤災害義援金
県12万円＋市1.5万円

⑤災害義援金
県4万円＋市0.8万円

基礎支援金50万円
加算支援金
（建設・購入）200万円
（補修）100万円
（賃貸）50万円

加算支援金
（建設・購入）100万円
（補修）50万円
（賃貸）25万円

【県事業】
（建設・購入）100万円
（補修）50万円
（賃貸）25万円

【市事業】
（建設・購入）50万円
（補修）25万円
（賃貸）10万円

㉑住宅の部分修理
限度額343,000円

建設・購入②10+③10+⑤135+⑦
100+200+㉒120+㉓766.6=1,341.6

半壊解体して建て替え②5+③
5+⑤100.5+⑦100+200+㉒
120+㉓766.6=1,297.1

半壊解体して建て替え②5+
③5+⑥67.5+⑥100+200+㉒
120+㉓766.6=1,264.1

半壊解体して建て替え②
5+③5+⑤33+⑦100+200+
㉒120+㉓766.6=1,229.6

敷地被害解体して建て替え②
2+⑤13.5+⑦100+200+㉒120+
㉓766.6=1,202.1

敷地被害解体して建て替え②
2+⑤4.8+⑦100+200=306.8

補修②10+③10+⑤135+⑦
100+100+㉑70.6+㉒120+㉓
766.6=1,312.2

補修②5+③5+⑤100.5+⑦
50+100+㉑70.6+㉒120+㉓
766.6=1,217.7

補修②5+③5+⑤67.5+⑦50+
㉑70.6+㉒120+㉓
766.6=1,084.7

補修②5+③5+⑤33+⑦50+
㉑70.6+㉒120+㉓
766.6=1,050.2

補修②2+⑤13.5+⑦25+㉑
34.3+㉒120+㉓766.6=961.4

補修②2+⑤4.8=6.8

賃貸②10+③10+⑤135+⑦
100+50=305

半壊解体して賃貸②5+③5+
⑤100.5+⑦100+50=260.5

半壊解体して賃貸②5+③5+
⑤67.5+⑦100+50=227.5

半壊解体して賃貸②5+③
5+⑤33+⑦100+50=193

敷地被害解体して賃貸②2+⑤
13.5+⑦100+50=165.5

敷地被害解体して賃貸②2+⑤
4.8+⑦100+50=156.8〇
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②災害見舞金＋③知事見舞金
　5万円＋5万円

②災害見舞金　2万円
（一時的に住めない状態となった場合）

⑦被災者生活再建支援金
基礎支援金100万円
加算支援金
（建設・購入）200万円
（補修）100万円
（賃貸）50万円

⑦被災者生活再建支援金　[半壊解体]
基礎100万円＋加算（建設・購入）200万円、（賃貸）50万円

⑦被災者生活再建支援金　[敷地被害解体]
基礎100万円＋加算（建設・購入）200万円、（賃貸）50万円

【自治会等】補助率9/10　限度額300万円
⑰地域がれき等撤去等支援　地域で実施する、がれきの撤去や災害ごみの運搬経費
㉕地域コミュニティセンター復旧支援　地域の公民館やコミュニティ施設の修理費等
㉖地域生活基盤整備支援　国等の対象外となる道路や河川等を地域で復旧する経費

⑭被災家屋などの公費での解体・撤去

㉑住宅の部分修理　生活するのに必要な屋根や窓、トイレ、浴槽などの応急修理
　限度額706,000円

㉒木造住宅耐震改修等の補助　「耐震性なし」　建て替えまたは耐震改修　補助率4/5　上限120万円

㉓宅地液状化等復旧支援の補助　液状化の発生により被害を受けた宅地等の復旧工事　対象工事費－50万円×2/3　上限766.6万円

⑨災害援護資金の貸し付け　被害の程度に応じ150～350万円

⑮危険老朽空き家等解体支援補助金 　解体費用の2/3補助 危険老朽空き家は上限50万円、老朽空き家は上限30万円
⑯倒壊したブロック塀の撤去及び建て替え　撤去10万円、建て替え15万円
⑱災害ごみの仮置場　ふれあいの森第２駐車場（半壊以上は搬入許可証、半壊未満及びり災証明書がない場合は身分証明書と災害ごみごとの状況写真が必要）
㉔合併処理浄化槽補助　被災した合併浄化槽本体の修理費用、入替費用で国の承認を得た額
〇災害ボランティア　家屋の片付けなどの困り事の支援

り災証明で

分類される

り災証明で

分類されな

い支援

主な被災者支援策

支
援
試
算
例

単位

万円


